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板橋区児童福祉施設等措置費徴収金徴収事務取扱要綱 

（令和４年６月３０日区長決定） 

（令和５年４月１３日一部改正） 

（令和５年１２月２１日一部改正） 

（目的） 

第１条 この要綱は、板橋区において法第２７条第１項第３号及び第２７条の２第１項の

規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、若しくは施設

に入所措置された児童、法第２７条第２項の規定により指定発達支援医療機関に委託さ

れた児童又は法第３３条の６の規定により児童自立生活援助事業を行う者に委託された

児童に係る法第５６条の規定による措置費徴収金の徴収について、法及び規則に定める

もののほか、必要な事項を定めることにより、児童又はその扶養義務者の負担能力の認

定、徴収額の決定等の事務を適正かつ円滑に行うことを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 法 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）をいう。 

⑵ 規則 板橋区児童福祉法施行規則（昭和４０年３月３１日東京都板橋区規則第１２ 

号）をいう。 

⑶ 施設 小規模住居型児童養育事業、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心 

理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関及び自立援助ホームをいう。 

⑷ 児童 満１８歳に満たない者、満１８歳以上の者であって、法第３１条の規定により 

施設在所期間が延長されている者及び法３３条の６の規定により児童自立生活援助事 

業を行う者に委託されている者をいう。 

⑸ 措置 法の規定に基づき児童を施設に入所させ、又は里親に委託する手続をとり、当 

該児童を施設に入所させ、又は里親に委託するまでの行政庁の行為の総体をいう。 

⑹ 措置権者 法第２７条第１項第３号、同条第２項、法第２７条の２第１項及び法第３ 

３条の６の規定により、措置する権限を有する区長又は規則第１３条第５項、同条第６ 

項、規則第１３条の２及び規則第１３条の１４の規定によりその権限を委任された子 

ども家庭総合支援センター所長（以下「所長」という。）をいう。 

⑺ 措置解除 措置権者が措置を解消するに当たっての、当該児童に対する行政処分及 
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びこれに伴い施設に対する措置の委託を消滅させる行為をいう。 

⑻ 措置停止 児童が経過観察、逃亡、病気その他の事情で一時的に里親宅又は施設の外 

で生活する場合であって、その状態が恒久的なものでなく、ある時期がくればその状態 

が消滅し、措置解除となること又は再び措置が必要になることが予見される場合に行 

われる措置の一時的中断をいう。 

⑼ 階層認定 次の①又は②に掲げる児童の区分に応じ、当該①又は②に定める行為を 

いう。 

① ②以外の児童 法第５６条の規定による費用徴収を実施するに当たり、児童及び 

扶養義務者全ての者についてそれらの者の課税状況を確認し、負担能力を認定する 

行為 

② 自立援助ホームに入居する児童 法第５６条の規定による費用徴収を実施するに 

当たり、児童本人の課税状況を確認し、負担能力を認定する行為 

⑽ 親族 民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条に規定する６親等内の血族、配偶 

者及び３親等内の姻族をいう。 

⑾ 扶養義務者 児童と同一世帯に属して生計を一つにしている者で、３親等以内の直 

系血族とその配偶者（児童と養子縁組をしている場合に限る。）及び兄弟姉妹（その者 

がその世帯における家計の主宰者である場合に限る。）をいう。 

⑿ 費用負担者 児童及び扶養義務者のうち、児童福祉法による児童入所施設措置費等 

の国庫負担金に係る交付要綱（平成１１年厚生省発児第８６号）及び障害児入所給付費 

等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱（平成１９年厚生労働省発 

障第１２１８００２号。以下「障害児入所給付費等国庫負担金要綱」という。）の規定 

により児童等の措置に要する費用の全部又は一部を負担することとされた児童又はそ 

の扶養義務者をいう。 

⒀ 措置費徴収金 法第５６条の規定により費用負担者から徴収する児童の措置に要す 

る費用の全部又は一部をいう。 

 ⒁ 市町村民税 特別区民税又は市町村民税をいう。 

（負担能力の調査対象） 

第３条 所長は、措置費徴収金の額（以下「徴収金額」という。）の決定のため、措置児童

の扶養義務者全員（児童自立生活援助事業を行うものに委託された児童にあっては、児童

本人のみとする。）について負担能力を調査する。 
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２ 前項の規定による負担能力の調査の対象とするものを決定するに当たっては、次の各

号に掲げる場合の取扱いは、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 扶養義務者がいない場合 孤児、棄児、置き去り児の場合や、児童が属すべき世帯が 

既に解消しており、かつ、親権者のない場合は、調査対象となる者がいないものとして 

取り扱う。 

⑵ 扶養義務者の住所又は居所が不明の場合 扶養義務者の住所又は居所が不明の場合 

は、調査対象となる者がいないものとして取り扱う。ただし、扶養義務者の住所又は居 

所が不明の場合とは、住民登録の有無、施設への照会等、十分調査した上で判明できな 

い場合であり、単に従来の住所又は居所を去ったということだけではこれに当たらな 

いものとする。 

⑶ 離婚世帯の場合 父母はいかなる場合でも調査対象とするのが原則であるが、離婚 

世帯（事実上離婚状態にある世帯を含む。）の場合には、親権者（事実上離婚状態にあ 

る世帯は、現実に親権を行使している者）とその同一世帯内の扶養義務者を調査対象と 

する。ただし、離婚の際の条件等により、親権者でない父又は母が児童の養育義務を負 

っている場合又は生計を一にしているとみなせる相当の養育料を負担している場合に 

あっては、その者を調査対象とし、親権を有する父又は母が行方不明の場合にあって 

は、居住所の判明している親権を有しない父又は母を事情に応じて調査対象とする。 

⑷ 父母が内縁関係にある場合 父母に婚姻関係がなく子が母の戸籍に記載されている 

場合において、父がその児童を認知している（戸籍上、父の名が記載されていることを 

いう。）場合は、その父を調査対象とする。なお、認知していない場合において、父が 

実子であることを認めている場合も同様とするが、父が認めていない場合はこの限り 

でない。 

⑸ 継父母の場合 児童の父又は母が継父又は継母である場合（養子縁組が成立してい 

る場合を除く。）は、実父又は実母を調査対象とする。 

 ⑹ 養子縁組が成立している場合 養親を調査対象とするものとし、入所中に養子縁組 

が成立したときは、そのときから養親世帯に属するものとして取り扱う。なお、養子縁 

組は成立していないが、事実上養子縁組が成立しているのと同様の状況（里親に措置し 

ている場合は含まない。）にある者については、その養親を調査対象とする。 

⑺ 未成年の扶養義務者の場合 措置決定時点（年度をまたいで措置を継続する場合に 

あっては、当該年度初日）における年齢が未成年の扶養義務者については、特別の事情 
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がある場合を除き調査対象としない。ただし、児童の属する世帯に未成年の父又は母以 

外に成年の扶養義務者がいない場合は、その未成年の父又は母を調査対象とする。 

（負担能力の調査） 

第４条 所長は、前条の規定により調査対象とする者を決定したときは、その全員について

別に定めるところにより課税状況等を調査する。 

（費用負担者の決定及び階層認定） 

第５条 区長は、前２条の規定により対象者の負担能力の調査を行ったときは、最も適当な

者を費用負担者として決定するとともに、第３条の規定による調査の対象とした者の税

額等の合計額について、規則別表第２又は別表第２の３の階層区分に従って階層認定を

行う。 

２ 階層認定は、毎年の課税状況に基づき、７月１日現在で当該年の７月から翌年の６月ま

での期間について認定するほか、年の途中で措置となった児童については、当該措置が開

始された月から直近の６月までの期間について認定する。 

（徴収金額の決定） 

第６条 区長は、前条の規定による階層認定を行った後、次項及び第３項並びに次条から第

１０条までに定めるところにより徴収金額を決定する。 

２ 措置費徴収金は、措置が開始された日の属する月から措置が解除された日の前日の属

する月までの期間（措置が停止された期間を除く。）について徴収する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の取扱いは、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 新規措置が開始された日が、月の初日でないときは次のとおりとする。 

① 措置月日がその月の１５日以前であるときは、その月分は徴収月額の５割を徴 

収する。 

② 措置月日がその月の１６日以降であるときは、その月分は徴収しない。 

⑵ 措置解除された日が、月の初日でないときは次のとおりとする。 

  ① 解除月日がその月の１６日以前の場合は、その月分は徴収しない。 

② 解除月日がその月の１７日以降の場合は、その月分は徴収月額の５割を徴収する。 

⑶ 在籍期間が１か月未満であるときは次のとおりとする。 

  ① 在籍日数が１６日以上のときは、徴収月額の５割を徴収する。 

② 在籍日数が１５日以下のときは、徴収しない。 
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③ 在籍日数が１６日以上１か月未満であって、在籍が２か月にわたる場合、納入通知 

書は解除日の属する月の分とする。 

⑷ 措置停止の場合 

措置停止の期間中は、徴収しないが、措置停止がとられたときのその月分は第２号に、 

措置が再開されたときは第１号に、それぞれ準じて取り扱う。 

（同一世帯から２名以上の児童が措置されている場合の加算額の決定） 

第７条 同一世帯から２名以上の児童が措置されている場合は、各月の規則別表第２又は

別表第２の３による徴収金基準額が最も多額となる児童（２名以上同額となる場合につ

いては、そのうちの１名とし、措置年月日が異なる場合は、最も早く措置を受けた児童。

以下「基準額適用児童」という。）以外の児童については、その月の徴収金基準額に０．

１を乗じて得た額をもって当該児童に係る徴収金額（以下「加算額」という。）とする。 

２ 前項において、後に措置をした者の徴収金基準額が最も高いときは、後に措置をした月

の翌月分から、基準額適用児童を変更する。 

３ 基準額適用児童について措置解除又は措置停止がなされた場合において、なお当該世

帯から２名以上の児童が措置されている場合は、解除日又は停止日が月の初日の場合に

あっては当該月分から、解除日又は停止日が月の初日の翌日以降の場合にあってはその

翌月分から、第１項の規定に基づき基準額適用児童を変更する。なお、基準額適用児童が

１５日以下の措置で徴収金が無料になった場合にも、翌月から基準額適用児童を変更す

る。 

４ 児童の属する世帯の扶養義務者が、法第２１条の５の２の障害児通所給付費又は法第

２４条の２の障害児入所給付費を支給されている場合は、当該児童の世帯に係る徴収金

基準額の上限額は、次の式により算出した額とする。 

徴収金基準額＋徴収金基準額×０．１×（当該世帯における施設入所児童の人数－１） 

５ 前項の規定にかかわらず、当該世帯における施設入所児童のうち、１名以外の徴収金基

準額が全額徴収されている場合又は日割りである場合若しくは児童自立支援施設通所部、

児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童

の徴収金基準額の合算額を上限額とする。この場合において、法第２１条の５の２の障害

児通所給付費又は法第２４条の２の障害児入所給付費の支給に係る児童の徴収金基準額

は、障害児入所給付費等国庫負担金要綱の規定により算出するものとする。 

６ 前２項の規定により算出した額がその月の利用者負担額（法第２４条の７に規定する
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食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第２１条の５の２９に規定する

肢体不自由児通所医療又は法第２４条の２０に規定する障害児入所医療に係る利用者負

担を含む利用者負担の上限額（実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場

合は当該支払った額とする。）をいう。以下同じ。）を上回る場合は、当該額と障害児施

設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用

者負担額が前２項の規定により算出した当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施

設に係る徴収金基準額は０円とする。 

（措置費支弁額との関係） 

第８条 徴収金基準額が別に定める措置費支弁額を超えるときは、措置費支弁額をもって

徴収金額の上限とする。 

（他の施設に通所する場合の措置費負担金） 

第９条 里親又はファミリーホームに委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活

支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場

合の通所に係る措置費負担金は、０円とする。 

（徴収金額の減額） 

第１０条 区長は、別表に定める条件に該当すると認めたときは、同表に定めるところによ

り措置費徴収金を減額することができる。 

２ 前項の規定により措置費徴収金の減額を受けようとする者は、区長に対し、児童福祉施

設等措置費徴収金減額申請書（第１号様式）を提出しなければならない。 

３ 区長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査の上、減額の適否を決定し、

不適用と決定した場合は、申請者に児童福祉施設等措置費徴収金減額不適用通知書（第２

号様式）により通知する。適用することを決定した場合は、第１１条第１項に規定する児

童福祉施設等措置費徴収額決定（変更）通知書（第３号様式）により通知する。 

（徴収金額の決定及び納入通知） 

第１１条 区長は、徴収金額の決定又は変更をしたときは、児童福祉施設等措置費徴収額決

定（変更）通知書（第３号様式）により費用負担者に対し通知するものとする。 

２ 区長は、徴収金額の決定をしたときは、速やかに歳入調定を行い、納入通知書を作成し

て費用負担者宛てに送付する。この場合において納入期限は、原則として、徴収の対象と

なる月の翌月の末日とする。 

３ 国立施設への措置児童の徴収額を決定したときは、児童の保護者及び当該国立施設の
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長に対しその旨を通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知は、児童の保護者にあっては児童福祉施設等措置費階層決定通

知書（第４号様式）により、国立施設の長にあっては児童福祉施設等措置費徴収額決定

（変更）通知書（第５号様式）により行うものとする。 

（還付） 

第１２条 区長は、還付すべき額が生じたときは、これを還付しなければならない。ただし、

当該費用負担者から以後到来する納期の措置費徴収金に充てる旨の申出があったときは、

この限りではない。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、措置費徴収金の徴収に関し必要な事項は、子ども

家庭部長及び所長が別に定める。 

   付 則 

 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和５年４月１３日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和５年１２月２１日から施行し、令和４年７月１日から適用する。 
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別表（第１０条関係） 
 
児童福祉施設等措置費徴収金減額基準表 

※「年度」は、７月から翌年６月までのことであり、「前年」とは、当該年度の前の年である。

階層区分 条件番号 条   件 適用される金額（基準額のみとし、付加徴収金はしない） 適用期間 

Ｃ階層及

びＤ階層 

１ 
月の途中で生活保護法による保護の適用を受けたとき。ただし、未納の徴収金がある

場合は当該年度の未納のある月まで遡及する。 
Ａ階層に適用する基準額 当月分 

２ 
その世帯の収入額が生活保護基準に満たないとき。ただし、この金額の算定は生活保

護法の実施について定められた関係要領等に定めるところによる。 
Ｂ階層に適用する基準額 

当該年度末まで 

３ 
地方税法第２９５条又は第３２３条の規定により、当該年度の市町村民税（特別区民
税を含む。以下この表において同じ）を非課税又は免除とされたとき 

当該年度末まで 

４ 
地方税法第１５条又は課税団体の条例において当該年度の市町村民税の徴収を猶予さ
れ、又は納期を延長されたとき 

Ｃ階層については、Ｂ階層に適用する基準額                     

Ｄ階層については、Ｃ階層に適用する基準額  

その事情のやむ

まで 

５ 
地方税法第３２３条の規定により、当該年度の市町村民税が均等割額以下に減額され
たとき 

当該年度末まで 

６ 当該年度の市町村民税が均等割額以下に減額されたとき 当該年度末まで 

７ 
当該年度に前年の所得額の１０分の１を超える災害又は盗難若しくは横領による損失
(保険金等で補てんされる金額を控除する)を生じたとき（損失額の認定及びその範囲は
所得税法の例による） 

Ｃ階層について

は、Ｂ階層に適用
する基準額 

Ｄ１階層につい

ては、Ｃ階層に適
用する基準額 

Ｄ階層（Ｄ１階層

を除く）について
は、当該年分市町
村民税額所得割

の額を右の算式
のとおり仮定し、
仮定した当該年

分市町村民税額
所得割の額に対
応する階層に適

用される基準額 

仮定当該年分市町村民税額所得割の額＝（前年分課税所得金
額－（損失額－保険金等で補てんされる金額－前年の課税所
得金額の１０分の１））×適用税率 ただし、仮定当該年分市

町村民税が０円以下のときはＣ階層に適用する基準額とし、
また、この計算によっても減額されないときは最初に減額さ
れるまで順次低位に適用する基準額とする 

当該年度末まで 

８ 
当該年度に前年の所得額の１００分の５又は所得税法に定める最高限度額を超える医
療費（保険金等で補てんされる金額を控除する）を支出したとき（医療費の認定及びそ

の範囲は所得税法の例による） 

仮定当該年分市町村民税額所得割の額＝（前年分課税所得金
額－（支払った医療費－保険金等で補てんされる金額－前年
の課税所得金額の１００分の５(当該金額が所得税法に定め

る最高限度額を超える場合はその最高限度額））×適用税率 
ただし書同上 

当該年度末まで 

９ 当該年度に稼働能力のない世帯員が増加したとき 
仮定当該年分市町村民税額所得割の額＝（前年分課税所得金
額－(扶養控除額×対象人員)）×適用税率 ただし書同上 

当該年度末まで 

１０ 
当該年度に前年の稼動者が失業、死亡若しくは離婚(仕送りのない事実上の離婚を含
む)により世帯を分離したとき（退職所得が１３５万円以上のときを除く） 

１． 主たる稼動者のとき、Ｃ階層に適用する基準額 

２． 従たる稼動者のとき、仮定当該年分市町村民税額所得
割の額＝当該年分市町村民税額所得割の額－その者の当
該年分市町村民税額所得割の額 ただし書同上 

当該年度末まで 

１１ 

その世帯の前３か月の平均収入月額（期末手当等を除く）が前年の平均収入月額（期末
手当等を除く）より１割以上低額に算定されるとき（育児休業の取得による収入の減
少を除く） 

減額期間は、３か月を限度とする。ただし、３か月過ぎた後も条件に該当している場合
は、再申請可能 

Ｃ階層については、Ｂ階層に適用する基準額 

Ｄ１階層については、Ｃ階層に適用する基準額 

Ｄ階層（Ｄ１階層を除く）については、１階層低位に適用する基準額、ただし、

１階層低位に適用されてもなお、減額されない場合は順次低位に適用するものと
する 

当該年度末まで 

１２ 

同一世帯内に
次のいずれか

に該当する者
がいるとき 

身体障がい者（１級又は２級）、知的障がい者（１度、２度又は３度）、

精神障がい者（１級又は２級）、要介護３以上の者、特殊疾病患者 

Ｃ階層については、Ｂ階層に適用する基準額 

Ｄ階層については、それぞれ２階層低位の階層に適用する基準額。ただし、２階
層低位に適用されてもなお、減額されない場合は順次低位に適用するものとする 

当該年度末まで 

身体障がい者（３級）、知的障がい者（４度）、精神障がい者（３級） 
Ｃ階層については、Ｂ階層に適用する基準額 

Ｄ階層については、それぞれ１階層低位の階層に適用する基準額。ただし、１階
層低位に適用されてもなお、減額されない場合は順次低位に適用するものとする 

１３ その他天災のり災者等で区長が特に必要と認めたとき  区長が定める階層に適用する基準額                           
区長が定める期

間 
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第１号様式 

 

 

年  月  日  

 

板橋区長 様 

 

（申請者） 住所 

 

氏名             

 

 

児童福祉施設等措置費徴収金減額申請書   

 

                

 

 下記の理由で措置費徴収金の納入が困難なので、これを減額して頂きたく申請します。 

 

入所児童 
 

 
徴収階層 

 

 

入所施設 
 

 
徴収月額 

 

 

申請理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
受付年月日     年  月  日 
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第２号様式 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

        板橋区長 

              

 

 

児童福祉施設等措置費徴収金減額不適用通知書 

 

あなたから申請のあった措置費徴収金の減額については、減額基準に該当しないので、 

下記のとおり申請を却下します。 

 

記 

 

児童名 施設名 階層 現徴収月額 備  考 

     

     

     

（却下理由） 

 

 

 

 

 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋区長となります。）、処分の

取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日

から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。）。 
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第３号様式 

児童福祉施設等措置費徴収額決定（変更）通知書 

第     号   

〒                                   年  月  日 

住所 

氏名           様 

（ 負 担 者 ） 

                               板橋区長        

（公印省略） 

 

児童福祉施設等に入所中の児童に関する費用について児童福祉法第５６条の規定に基づき 

あなたから徴収する額を下記のとおり 決定 したので通知します。 
                     変更 

記 

１ 対象児童 

児 童 氏 名 施  設  名 
徴収金額（月額） 

階  層 
徴収開始（変更） 

    

 

    

 

    

 

    

 

２ 決定（変更）の理由 

 

【問合先】 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、板橋区長に対して

審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この

決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。  

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、板橋区を被告として（訴訟に

おいて板橋区を代表する者は板橋区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定

があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（な

お、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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第３号様式(裏面) 

 

【注 意 事 項】 
 

（１）同封の納入通知書で納付期限までに納入くださいますようお願いします。 

（２）納入場所は、同封の納入通知書に記載されています。 

（３）児童が入所した月は、入所日が１５日以前（初日を除く）の場合は、徴収金額の５割を徴収し、１６日以 

  降の場合は徴収しません。 

（４）児童が退所した月は、退所日が１６日以降（末日を除く）の場合は、徴収金額の５割を徴収し、１５日以 

前の場合には徴収しません。 

（５）児童の在籍期間が１か月未満の場合は、在籍日数が１６日以上のときは徴収金額の５割を徴収し、１５日 

以下のときは徴収しません。 

（６）同一世帯から２人以上措置（２０歳以上の入所者は除く）されている場合は、徴収金基準額が最も多額な 

児童以外の児童は、徴収金基準額に０．１を乗じた額とします。 
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第４号様式 

 

児童福祉施設等措置費階層決定通知書 

 

       様 

第     号 

 年  月  日 

 

板橋区長  

       （公印省略） 

 

児童福祉施設等に入所中の児童に要する費用について児童福祉法第５６条の規定

に基づき認定階層を下記のとおり決定したので通知します。 

なお、費用が発生する場合は、この認定階層に基づき入所している国立施設より

納入通知書が送付されます。 

記 

 

児 童 氏 名 

施  設  名 

認 定 階 層 

認 定 開 始 日       年   月   日 

 

【問合先】 

 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し３

月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋区長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過す

ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査

請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算

して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該裁決の

日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。）。 
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第５号様式 

 

児童福祉施設等措置費徴収額決定（変更）通知書 

 

                            第     号 

                                                     年  月  日 

 

          様 

                                                 板橋区長 

                                                       （公印省略） 

 

貴施設に入所した児童について児童福祉法第５６条の規定によりこども家庭庁長官の徴

収するべき額を下記のとおり決定（変更）したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 対象児童 

児童氏名 

  

  

  

  

生年月日 年  月  日 

性  別 
 

保護者氏名 
 

 
続  柄 

 

 

  保護者住所 

（送付先） 

〒 

  

徴収階層  徴収開始月 年  月 

徴収金額            円 徴収変更月 年  月 

 

２ 決定（変更）の理由  

 

 

 

                              

  

                   【問合先】 

 


